
南区は地域のチャレンジを応援します！
対象団体や対象事業に応じた２つのコースがあります。

南区元気な地域づくり補助制度
みなみの「あったかい」がここにあるみなみの「あったかい」がここにあるMINAMI

令和 ５ 年度
募集案内〈総合版〉

まずは、お気軽にご相談ください！

南区元気な地域づくり補助制度 検索

南区役所ＷＥＢページでもご紹介しています！

南区地域の力応援
補助金

万円
上限

３
年間

地域振興課　地域力推進担当

CHIIKI-RYOKU
新たに地域活動を始めたい
グループや他団体と連携して
行う取組は、こちらです！

10
万円

上限

年間

FUKUSHI-HOKEN
「居場所づくり」や「健康づくり」
など身近な福祉保健の分野は、
こちらです！

福祉保健課　事業企画担当

３

15
A
コース

南区地域福祉保健計画
チャレンジ支援事業

補助金

B
コース



MINAMI

南区元気な地域づくり補助制度
みなみの「あったかい」がここにあるみなみの「あったかい」がここにある

南区地域の力応援補助金

・事業の立ち上げ、拡大費用
・事業の実施費用

南区役所地域振興課　
地域力推進担当

南区浦舟町２－33
（６階　63 番窓口）
ＴＥＬ：３４１－１２３９
ＦＡＸ：３４１－１２４０

・新たに地域の課題解決に取り組みたい団体で
①寺子屋みなみ等の講座修了生を２人以上有す
る団体が行う活動又は②自治会・町内会と連携
して行う活動

・既に地域の課題解決に取り組む団体で
③他団体と連携して行う新たな活動

地域の課題解決に向けた取組を
支援します

150,000 円（１年目）
100,000 円（２年目）
050,000 円（３年目）

9割（対象事業①）
7割（対象事業②③）

最大３年

　それぞれ募集案内等をご用意しておりますので、申請にあたってはそちらをご覧ください。
　　　　　※ご相談内容によっては、他の補助金をご案内することがあります。

南区地域福祉保健計画

チャレンジ支援事業補助金

南区地域福祉保健計画の推進に
該当する取組を支援します

南区役所福祉保健課　
事業企画担当

南区浦舟町２－33
（４階　42 番窓口）
ＴＥＬ：３４１－１１８３
ＦＡＸ：３４１－１１８９

・居場所づくりやボランティア活動など住民
同士のつながりや支えあいの取組

・身近な地域での介護予防や健康増進の取組

（例）集いの場・子ども食堂・グランドゴルフ

最大３年

目　　的

補助期間

対象経費

補助金額
  （上限）

補助対象経費
割合（上限）

対象事業

申請期間

相談期間

詳　　細

申請・問合せ先
  WEB ページ

B
コース

補助金名

※この補助金は、令和５年度予算案が横浜市会において議決されることを条件としています。

7 割

100,000 円（１年目）
270,000 円（２年目）
150,000 円（３年目）

令和５年４月  ３ 日（月）
　　　   ～４月 21 日（金）

令和５年２月 13 日（月）
　　　   ～４月  ７日（金）

A
コース

令和５年４月  ３ 日（月）
　　　   ～４月 21 日（金）

令和５年２月 13 日（月）
　　　   ～４月  ７日（金）

・事業の立ち上げ、拡大費用
・事業の実施費用



地域振興課　地域力推進担当

ＴＥＬ：７４３－８１２６
申請期間：令和５年４月３日（月）　　　　　　　　　　　　

申請にあたっては、必ずこの期間内に一度ご相談ください。

南区 地域振興課 地域力推進担当

令和５年度
南区地域の力応援補助金

募集案内
( 南区元気な地域づくり補助制度Aコース）

地域 でかがやく

　　　　　　　わたしに会える

補助額
最大 15万

相談期間：令和５年２月13日（月）
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

～４月 ７日（金）
　　　　　　　　　

～４月21日（金）
　　　　　　　　　

ＴＥＬ ：３４１－１２３９　 E-mail : mn-chiikiryoku@city.yokohama.jp

補助金と
交流会＆相談会の
詳細はコチラ！

交流会＆相談会を開催します
　　　　　　　　　　  令和５年３月16日（木）
　（交流会）13:30～15:30
　 （相談会）15:30～16:30
    みなみ市民活動・多文化共生
　　　  ラウンジ研修室

　　　　　　　　　

補助金交付団体と交流できるチャンス！

スケジュール

南区地域の力応援補助金概要

※この補助金は、令和５年度予算案が横浜市会において議決されることを条件としています。

　南区内で地域の課題解決や魅力づくりに向けた活動に取り組む団体・グループに対し、補助金を交付します。

判定会
交付
決定
通知

活動
発表会

事業
実績
報告

交付の
可否・
金額
の決定

令和５年５月 令和５年５月
下旬

令和５年６月 令和６年２月 令和６年３月
下旬～４月初旬

　申請団体は、
地域力向上の
観点で、事業
の成果・活動
等を行政・他
の団体等に向
けて発表しま
す（発表場所
等未定）。

中間
ヒア
リング

令和５年
10 月～ 11 月

　申請団体は、
事業の活動状
況等を南区に
報告します。

　判定会にお
いて、提出さ
れた申請書類
をもとに、申
請団体・事業
内容・補助対
象経費につい
て内容確認し
ます。

　判定会の意
見を参考にし
て、南区長が
審査し、交付
の可否･金額を
決定します。

　南 区 長 が、
申請団体に、
交付に関する
決定を通知し
ます。
（交付決定の場
合、そ の 後、
補助金を交付
します。）

　申請団体は、
適正に事業が
行 わ れ た か、
南区に対して、
必要書類の提
出および報告
を行います。

主
な
流
れ

時
期

説

明

※新規の申請団体には、判定会で事業の概要説明（プレゼンテーション）をしていただきます。

　申請書類を受理した後、南区地域の力応援補助金判定会で内容を確認し、区長が判定会の意見を参考に審査し、

交付に関する決定をします。

寺子屋修了生応援コース

①寺子屋みなみ又は区が指定する講
座修了生（予定者含む）を2人以
上有する団体
②申請時において、該当者の修了認
定日が３年以内かつ団体の設立が
３年以内　（①②ともに必須）

自治会・町内会
（連合可）と連携して

行う活動

他団体と連携して行う
新たな活動

９割 ７割 ７割

消耗品費、通信・印刷費、謝金、使用料、保険料、備品費、委託料、交通費、飲料費
※交通費と飲料費は補助金額の1/10以内、備品費は1/2以内

補助金額
（上限） 150,000円（１年目）／100,000円（２年目）／50,000円（３年目）

補助率
（上限）

最大３年補助期間

民主的な意思決定の場があり、年度を越えて継続的な取組を行っている、又は行おうとしていること

条件

既に区内で地域の課題
解決に取り組む団体

コース名

対象団体 新たに地域の課題解決に
取り組む団体

新たに地域の課題解決に
取り組む団体

事業例 InstagramやYouTubeで子育て層
に地域の魅力や地域情報を伝える

コーヒー愛好会が町内会と連
携し、講習会を開催

学援隊が保活と連携し、通
学路の街歩きイベントを開催

補助対象経費

地域のつながり応援コース

対象事業 地域の課題解決や魅力づくりに向けた取組
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す）。 

審査委員会からの報告をもとに、南区長が決定します。 

（参考）審査基準一覧 

申請について
相談します 

 

 

 

申請書類を
持参します 

審査委員会の

意見を参考に

南区長が決定

します 

 

 

 

 

交付決定を 
通知します 

 

 

活動内容を
発表いただ
きます 

 

 

 

事業報告書等
を提出いただ
きます 

FUKUSHI-HOKEN 
みなみの「あったかい」がここにある 
南区地域福祉保健計画
チャレンジ支援事業補助金

令和５年度 

募 集 案 内 
南区地域福祉保健計画の推進に向けた区民の皆様の新たな活動や拡大など

「次の一歩」へのチャレンジを応援するため、補助金を交付します。 

• 提出された書類の内容について、確認のため問合せをさせていただく場合があります。

• 実績報告の際には、事業報告書、決算書・収支経過表、領収書等を提出していただきます。

• 剰余金が発生した場合には返還していただきます。

• 補助金交付後、南区地域福祉保健計画の推進に向け、区内に幅広く団体の活動を紹介させていただく

場合があります（紹介にあたっては、改めて依頼させていただきますので、御協力をお願いいたしま

• ２月（予定）に地域活動発表会で、活動内容を発表していただきます。

※この補助金は、令和５年度予算が横浜市会において議決されることを条件としています。

８ その他（注意事項等） 

６ 決定方法 

南区元気な地域づくり補助制度 

コース
B 

福祉保健コース 

福祉保健課 事業企画担当 

ＴＥＬ：０４５－３４１－１１８３ 

相談期間：令和５年２月13日（月）～ 

令和５年４月７日（金） 
補助金申請にあたっては、必ず相談期間中にご相談ください。 

申請期間：令和５年４月３日（月）～ 

令和５年４月21日（金） 

７ スケジュール（
 
予定）

説

明 

審査項目 基準 

団
体 

申請団体の適合性 
申請団体及び事業が南区地域福祉保健計画チャレンジ支援事業補助金交
付要綱第３条及び第４条に規定される要件に適合しているか 

事
業
内
容 

南区地域福祉保健計画
との適合性 

事業目的や計画は南区地域福祉保健計画の区全体計画又は地区
別計画の推進に該当するか 

事業の実現性 
場所の確保、事業実施頻度、スタッフ数及び広報計画等から事
業の実現が期待できるか 

事業の継続性 事業の継続が期待できるか 

事業の発展性 活動の広がりや地域福祉保健への貢献が期待できるか 

経申
費請 

申請経費の妥当性 
補助金の使い道が、事業の実施及び継続に寄与するものに 

なっているか 

主

な

流

れ 

窓口へ

相談 

窓口へ

申請 

交付の

可否・

金 額 

の決定 

交付

決定

通知 

活動

発表 

(報告) 

実績

報告

提出 

時 ～５年 ～５年 ５年 ５年 ６年 ６年3 月 

期 ４月７日 ４月21日 ５月中旬 ６月上旬 ２月 ～4 月初旬 



南区地域福祉保健計画は、すべての区民の皆さんが日ごろの生活を通して共に支えあい、地域の福祉保健

課題の解決を図っていく計画です。 

南区役所では、南区地域福祉保健計画の推進に向け、区民の新たな活動や拡大など「次の一歩」への

チャレンジを応援するため、市民活動団体等に対し補助金を交付し、その活動を支援します。

(１) 主な活動場所が南区内で、南区地域福祉保健計画推進のために活動を行う市民活動団体であること

(２) 規則、会則等の定めがあり、団体としての意思決定がなされていること

(３) 複数の構成員で組織している団体であること

(４) 今後も継続して活動する見込みがあること

(５) 暴力団でないこと

(６) 法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がいないこと

(７) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当しないこと

※代表者又は団体事務所の住所が区外であっても、事業の対象地域が区内であれば対象となります。

※単一家族で構成される団体は対象外とします。

※代表者は必ず団体のメンバーでなければなりません。

(１) 自主的に実施する地域福祉保健に関する事業

(２) 南区地域福祉保健計画の区全体計画又は地区別計画の推進に該当する事業

(３ )新たに開始又は拡大する事業で、継続性及び発展性が認められる事業 

□対象外事業□

・営利目的又は特定の個人や団体のみが利益を受ける事業

・公序良俗に反する等、補助対象として適当でないと認められる事業

・政治活動、宗教活動及び選挙活動を目的とした事業

・参加者が限定されているサークル等、会員間の親睦を目的とした事業

・国、地方公共団体及びそれらの外郭団体等から資金援助を受けている活動

・南区外で南区民以外を対象に行う事業

・その他、南区長が適当でないと認めた事業

なお、申請は一団体あたり一事業のみ可能です。 

補助の対象となる経費は、連続した３年間を限度とします。 

※ただし、毎年度申請手続きをしていただき、審査を受け、交付決定を得る必要があります。

(1) 補助金額の上限額

１年目 ２年目 ３年目 

上限金額 10万円 ７万円 ５万円 

補助対象経費割合 ７割まで 

(２) 対象となる経費の例
経費品目 内容 

交通費 講師との打ち合わせにかかる交通費、講師が当日要する交通費 

ただし、団体構成員及び参加者の交通費は対象外 

謝金 ボランティアや講師等、団体構成員以外の者に対する謝金 

ただし、団体構成員への謝金は対象外 

通信運搬費 事業にかかる郵送費 

ただし、団体構成員の電話料及び通信料は対象外 

委託料 交付対象団体では実施困難な業務（専門的知識を有する専門家の派遣）にかかる委

託料 

ただし、事業及び活動自体の再委託は対象外 

維持費 活動場所の賃借料、施設利用料、活動場所の光熱水費 

物品購入費 対象事業に必要な物品 

保険料 ボランティア活動保険料、行事用保険料等 

印刷費 印刷物（チラシ、ポスター等）の印刷に係る費用 

食材費 

飲食経費 

事業で使用する食糧、食材等の仕入れ、購入に係る経費 

ただし、補助対象額は補助対象経費金額の２分の１以内とし、事業にかかる会議に

おける親睦的な飲食費は対象外

※対象となる経費について判断に迷われた場合は、必ず御相談ください。

＜申請時に必要な書類＞ 

(１)南区地域福祉保健計画チャレンジ支援事業補助金交付申請書（第 1 号様式）

(２)南区地域福祉保健計画チャレンジ支援事業助成金補助金事業計画書（第２号様式）

(３)南区地域福祉保健計画チャレンジ支援事業補助金収支予算書（第３号様式）

(４)団体の会則・規約その他これらに類する書類

(５)団体名簿（法人の場合は役員等氏名一覧表）

＜申請期間＞ 

令和５年４月３日（月）～４月21日（金） 

※申請に当たっては、必ず相談期間（令和５年２月13日～４月７日）に御相談ください。

＜問い合わせ先＞

南区役所福祉保健課事業企画担当 

電話：０４５－３４１－１１８３ ＦＡＸ：０４５－３４１－１１８９ 

※ 申請様式は、ホームページから印刷することもできます。

※ 申請書類は、南区役所福祉保健課事業企画担当（４階４２番窓口）に持参の上、御提出ください。

３ 対象事業（次の（１）～（３）すべての項目に該当する事業。）

２ 対象団体（次の（１）～（７）すべての項目に該当する団体。）

４ 補助対象経費1 目的 

５ 申請について

居場所づくり、介護予防、子ども食堂などの
取組にご活用ください。

南区マスコットキャラクター
みなっち
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